
JP 2016-515491 A5 2016.12.28

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成28年12月28日(2016.12.28)

【公表番号】特表2016-515491(P2016-515491A)
【公表日】平成28年5月30日(2016.5.30)
【年通号数】公開・登録公報2016-033
【出願番号】特願2016-508003(P2016-508003)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｈ   1/34     (2006.01)
   Ｂ６０Ｈ   1/26     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｈ    1/34     ６５１Ｃ
   Ｂ６０Ｈ    1/26     ６５１Ａ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年11月8日(2016.11.8)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　いくつかの実施形態では、前記左板と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は約１
０度から約３４度であり、前記右板と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は約１０
度から約３４度である。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　いくつかの実施形態では、前記左ガイド板と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度
は約３０度から約４５度であり、前記右ガイド板と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜
角度は約３０度から約４５度である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４２】
　説明において、特定されるか限定されない限り、“上”、“下”、“右”、“左”、“
水平”、“垂直”のような相対語、及びそれらの派生語（例えば、“水平に”、“下に”
、“上に”等）は、説明又は図中に示されている方向を参考にして解釈されるべきである
。これらの相対語は説明を容易にするためのものであって、本開示が特定の方位に構築、
又は操作される必要はない。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５９
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００５９】
　左板２１１と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は約１０度から約３４度であり
、右板２１３と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は約１０度から約３４度である
。好ましくは、左板２１１と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は２２度であり、
右板２１３と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度も２２度である。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６７】
　いくつかの実施形態では、左ガイド板２１７と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角
度は約３０度から約４５度であり、右ガイド板２１８と垂直な面との間の傾斜角度は約３
０度から約４５度である。好ましくは、左ガイド板２１７及び垂直な面との間の傾斜角度
は３７．２度であり、右ガイド板２１８と垂直な面との間の傾斜角度は３７．２度である
。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気排出口を画定する筐体と、
　該筐体内に配置される加熱装置と、
　吹出口を画定し、前記筐体内に配置される送風機と、
　一端に入口を他端に出口を画定し、前記吹出口及び加熱装置の間に配置される通風路と
　を備え、
　前記吹出口から吹き出される空気は、前記通風路に前記入口を介して進入し、前記出口
を介して前記通風路から排出され、前記加熱装置との熱交換のために該加熱装置を通過し
、前記筐体から前記空気排出口を介して排出されるようにしてあり、
　前記通風路の入口の面積は、前記通風路の出口の面積と異なり、
　前記通風路は、上板、右板、下板及び左板を備え、
　前記右板及び左板の各々は、前記上板及び下板に接続され、
　前記右板及び左板は、前記入口から前記出口へ向かう方向へ内向きに伸びており、
　前記通風路は更に、内部に可動式に配置されているガイド板を備え、
　該ガイド板は、前記入口から前記出口へ向かう方向へ内向きに延びている複数の左ガイ
ド板及び複数の右ガイド板を備え、
　前記左ガイド板と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は約３０度から約４５度で
あり、
　前記右ガイド板と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は約３０度から約４５度で
あり、
　前記ガイド板は更に、前記入口から前記出口へ向かう方向から下方に延びている複数の
上ガイド板及び複数の下ガイド板を備え、
　前記上ガイド板と水平面との間の傾斜角度は約１０度から約５０度であり、
　前記下ガイド板と水平面との間の傾斜角度は約１０度から約５０度である
　ことを特徴とするデフロスタ。
【請求項２】
　前記送風機は、該送風機の一面の中央部に形成された１つの吹出口を有し、前記出口の
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面積は前記入口の面積よりも大きい
　ことを特徴とする請求項１に記載のデフロスタ。
【請求項３】
　前記送風機は、該送風機の一面の外周上に形成された３つ以上の吹出口を有し、前記出
口の面積は前記入口の面積よりも小さい
　ことを特徴とする請求項１に記載のデフロスタ。
【請求項４】
　前記送風機は、該送風機の一面の左側及び右側夫々に形成された２つの吹出口を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載のデフロスタ。
【請求項５】
　前記左板と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は約１０度から約３４度であり、
　前記右板と左右方向に対し垂直な面との間の傾斜角度は約１０度から約３４度である
　ことを特徴とする請求項４に記載のデフロスタ。
【請求項６】
　前記２つの吹出口は、前記送風機の前記表面の左上隅及び右上隅に夫々形成されており
、
　前記上板及び下板は、前記入口から前記出口へ向かう方向へ下方に延びている
　ことを特徴とする請求項４又は５に記載のデフロスタ。
【請求項７】
　前記上板と水平面との間の傾斜角度は、前記下板と水平面との間の傾斜角度よりも小さ
い
　ことを特徴とする請求項６に記載のデフロスタ。
【請求項８】
　前記上板と水平面との間の傾斜角度は約０度から約１０度であり、
　前記下板と水平面との間の傾斜角度は約４０度から約５２度である
　ことを特徴とする請求項７に記載のデフロスタ。
【請求項９】
　前記上板の左右方向における長さは、前記下板の同方向における長さよりも小さい
　ことを特徴とする請求項６に記載のデフロスタ。
【請求項１０】
　第２支持部材が前記筐体内に配置されて該筐体に接続されており、前記加熱装置は前記
第２支持部材を介して前記筐体内に取り付けられている
　ことを特徴とする請求項１－９のいずれか１つに記載のデフロスタ。
【請求項１１】
　前記第２支持部材は、
　前記筐体に接続されている金属製支持体と、
　前記金属製支持体の両側に接続されて、前記金属製支持体上に前記加熱装置を取り付け
る絶縁固定ブロックと
　を備えることを特徴とする請求項１０に記載のデフロスタ。
【請求項１２】
　前記加熱装置は、電気ヒータであって、
　外枠と、
　該外枠内に配置され、第１端及び第２端を画定し、該第１端が電源に接続されるヒータ
コアと、
　前記外枠内に配置され、前記第１端を覆うようにしてある防水封止粘着部材と
　を備え、
　前記ヒータコアは、
　複数の放熱部品と、
　複数の加熱部品と
　を備え、
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　該加熱部品及び放熱部品は交互に配列され、隣り合う加熱部品及び放熱部品は互いに間
隔を開けて互いに熱伝導性シリコンラバーを介して接続されており、
　前記加熱部品は、
　隣り合う放熱部品に前記熱伝導性シリコンラバーを介して接続されるコアチューブと、
　該コアチューブ内に配置されるＰＴＣサーミスタと
　を備えることを特徴とする請求項１－１１のいずれか１つに記載のデフロスタ。
【請求項１３】
　請求項１－１２のいずれか１つのデフロスタを備え、
　該デフロスタの前記空気排出口から排出された空気は、そのフロントガラスに吹き付け
られる
　ことを特徴とする車輌。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【図４】
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